
 
国立大学法人小樽商科大学における特定候補者選考に係る申合せ  

 
（平成３１年３月２０日 教育研究評議会決定）  

 
 
第１条 この申合せは，国立大学法人小樽商科大学教員選考委員会細則第２条

及び小樽商科大学学科会議規程第４条第２項の規定に基づく，特定候補者の
選考（以下「特定候補者選考制度」という。）について，必要な事項を定め
る。  

 
第２条 学科，一般教育系，言語センター，保健管理センター及びグローカル

戦略推進センターの定員を用いて特定候補者選考制度を適用する場合の採
用人数は，各定員の２割を超えないものとする。ただし，定員が５名未満の
場合は１名以内とする。  

２ 前項の規定にかかわらず，補助金等により時限的に措置された人件費を用
いて教員を採用する場合においても，特定候補者選考制度を適用することが
できる。  

 
第３条 特定候補者選考制度適用の可否及び特定候補者の採用原案を審議す

る学科会議（小樽商科大学学科会議規程第１条に規定する会議をいう。），
保健管理センター運営委員会及びグローカル戦略推進センター各部門運営
会議（以下「学科会議等」という。）は，講師以上の教員で構成する。 

 
第４条 学科会議等は，構成員（長期海外渡航者及び長期病気療養者を除く。）

の３分の２以上の出席をもって成立する。 
 

第５条 学科会議等の議事は，無記名投票により行うものとし，出席者の３分
の２以上をもって決する。この場合において，議長は投票権を有する。 

 
第６条 学科会議等は，特定候補者選考制度の適用を決定した場合には，選考

委員会の発足と併せて特定候補者選考制度の適用について学部教授会又は
学部・大学院合同教授会（以下「教授会」という。）に提案し承認を得るも
のとする。  

 
第 ７ 条  選 考 委 員 会 は 特 定 候 補 者 の 審 査 選 考 に あ た っ て は ,学 外 者 の

意 見 を 徴 す る こ と が で き る 。  
 
第 ８ 条  選考委員会は，公募制から特定候補者選考制度に変更する場合又は

特定候補者選考制度から公募制に変更する場合には，学科会議等に提案し承
認を得るものとする。  

２  学 科 会 議 等 は ，前 項 の 提 案 を 承 認 し た 場 合 に は ，募 集 方 法 の 変 更
に つ い て 教 授 会 に 提 案 し 承 認 を 得 る も の と す る 。  

 
第 ９ 条  ク ロ ス ア ポ イ ン ト メ ン ト 制 度 適 用 教 員 の 採 用 に お い て 特 定

候 補 者 選 考 制 度 を 適 用 す る 場 合 ，教 授 会 で の 採 用 人 事 に 関 す る 審 議
に お い て は ，原 則 と し て 投 票 は 行 わ ず ，出 席 者 の 承 認 を 以 て 出 席 者
の ３ 分 の ２ 以 上 の 可 を 得 ら れ た も の と み な す 。  

 
附  則  

１  こ の 申 合 せ は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
２  「 学 科 会 議 に お け る 特 定 候 補 者 選 考 に 関 す る 申 合 せ 」は 廃 止 す る 。 
 


